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１．ビジョン策定にあたって 

 

1.1 高知県新エネルギービジョン策定の目的 

 

県では、平成９年（1997 年）３月に「高知県地域新エネルギービジョン」を策定す

るとともに、市町村の地域新エネルギービジョンの策定の支援などを行い、新エネルギ

ーの導入促進に取り組んできました。 

 

また、「高知県環境基本条例」に基づき策定した「高知県環境基本計画」において、環

境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方向性を示

し、地球温暖化対策における個別計画として、平成 20 年（2008 年）４月に「高知県

地球温暖化対策地域推進計画（２次）」を策定しました。その中では、地球温暖化防止に

向けて、家庭、事業所における省エネ化を推進するとともに、自然エネルギーの導入促

進などに取り組むこととしています。 

 

こうしたなか県内では、太陽光発電や風力発電の導入は一定進んできました。しかし、

住宅用太陽光発電は四国の他県と比べ導入率が低く、また、資源として豊富な木質バイ

オマスの有効活用をはじめとしたその他の新エネルギーについても、積極的な取り組み

が必要な状況です。 

 

本県は、全国一の森林率による豊富な森林資源、トップクラスの日照時間（日射量）

を誇る太陽光や年間降水量など、全国でも優位な再生可能エネルギーの資源を備えてお

り、こうした豊富な資源を地球温暖化対策や地域振興に有効に活用することが求められ

ています。 

 

また、平成 21 年（2009 年）3 月には、県民の皆さまの参加と協力のもと、本県の

強みを生かしきる視点からの基本方向と具体的活動方針を示した「高知県産業振興計画」

を策定し、産業の活性化と県政浮揚に向けて着実な実行に努めているところです。 

 

こうしたことから本ビジョンでは、これまでの新エネルギー導入に向けた取り組みに

加え、本県の自然条件等の強みを十分に生かし、地球温暖化対策に寄与するとともに、

産業振興や県民生活の向上につなげていくため、新エネルギーの導入に向けた具体的な

施策を示すこととします。 
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1.2 新エネルギーの種類 

新エネルギーとは、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」（略称：「新エネ

法」）により、「技術的には実用化段階にあるものの、経済性の面から普及が十分でない

もの」であって、「その促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るため特に必要

なもの」と定義されており、太陽光発電や風力発電、バイオマスの有効活用などがあり

ます。 

また、新エネルギーには分類されていませんが、「革新的なエネルギー高度利用技術」

として、再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の飛躍的向上、エネルギー源の多

様性に資する新規技術であって、その普及を図ることが特に必要なものには、クリーン

エネルギー自動車や天然ガスコージェネレーション、燃料電池等があります。 

 

本ビジョンでは、本県の強みである全国トップクラスの日照時間や年間降水量、全国

一の森林率などを生かす太陽光発電、小水力発電、木質バイオマス熱利用のほか、これま

でに比較的導入が進んでいる風力発電について、その導入促進や有効利用などの取り組み

方策を示します。 

また、新エネルギー以外にも、本県の施設園芸農業の分野で導入が行われてきている

ヒートポンプなどについても示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 中小規模水力発電は 1,000kW 以下のもの、地熱発電はバイナリー方式のものに限る 

※2 新エネルギーとされていないが、普及が必要なもの 

出典：資源エネルギー庁ホームページ 

＜http://www.enecho.meti.go.jp/energy/newenergy/new/p1.html＞ 
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1.3 新エネルギーを取り巻く状況 

（１）日本のエネルギー需給状況 

① エネルギー消費の動向 

エネルギー消費は、物の生産にエネルギーを利用する「産業部門」や家庭や職場で

直接エネルギーを利用する「民生部門」、人や物の輸送にエネルギーを利用する「運

輸部門」の３つの部門に大きく分けられます。 

「産業部門」は、最終エネルギー消費の約 43％を占め、そのうちの 9 割が製造業

となっています。2 度の石油ショック以降は、経済規模は拡大しているにもかかわら

ず、省エネルギーに積極的に取り組んだことにより、エネルギー消費は横ばいで推移

しています。 

「民生部門」には、家庭部門と業務部門があり、家庭部門における利便性や快適性

を求めるライフスタイルの変化や世帯数の増加、業務部門における事務所、小売店な

どの床面積の増加やそれに伴う空調や照明器具の増加、オフィスのＯＡ化の進展など

により、昭和 48年（1973 年）の第一次石油ショック時に比べ、約 2.5 倍のエネル

ギーを消費しています。 

「運輸部門」には、乗用車やバスなどの旅客部門と陸運や海運、航空貨物などの貨

物部門がありますが、主に自動車保有台数の増加により、第一次石油ショック当時に

比べ、約 1.9倍のエネルギーを消費しています。 

平成 20年度（2008 年度）は、景気悪化によって製造業・鉱業の生産量が低下し

たことなどにより、最終エネルギー消費は対前年度比で 6.7％減少しましたが、第一

次石油ショック時に比べると、約 1.4倍のエネルギーを消費しています。 

図 最終エネルギー消費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「エネルギー白書 2010」（資源エネルギー庁） 

 

(注）１．.Ｊ（ジュール）＝エネルギーの大きさを示す指標の一つで、１ＭＪ＝0.0258×10
-3

原油換算kl
      ２．｢総合エネルギー統計｣は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。
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② エネルギー供給の動向 

我が国の高度経済成長をエネルギー面で支えたのは、それまでの石炭から大量に安

価で供給されるようになった石油であり、第一次石油ショック時のエネルギー供給に

占める石油の比率は 75.5％にまで高まっていました。 

第一次石油ショック後は、省エネルギーを推進するとともに、供給の安定化を図る

ため、石油依存度を低減させ、原子力や天然ガスなどの導入が図られてきました。 

そして、平成 20年度（2008 年度）時点のエネルギー供給に占める石油の比率は

41.9％と第一次石油ショック時と比べ依存度が大きく低減されています。 

また、石油以外のエネルギー供給率は、石炭 22.8％、天然ガス 18.6％、原子力

10.4％など、エネルギー源の多様化が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)｢総合エネルギー統計｣では、1990 年度以降、数値について算出方法が変更されている。 

 

 

 

 

 

資料：「エネルギー白書 2010」（資源エネルギー庁） 

図 一次エネルギー国内供給の推移 
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③ 新エネルギー等の導入動向 

新エネルギーの導入には、火力発電等の既存エネルギーと比較して導入コストや発

電コストが高いこと、導入箇所が地形や自然条件に左右されることなどの課題があり

ます。 

一方、新エネルギーは、我が国のエネルギー源の多様化や地球温暖化防止に寄与す

るほか、分散型のエネルギーであり、地域経済の活性化にも貢献できる貴重なエネル

ギーとして全国各地で技術開発や導入拡大の取り組みが進められています。 

我が国における平成 17年（2005年）時点の新エネルギーの導入実績は、原油換

算で、太陽光発電 35 万 kL、風力発電 44 万 kL など、合計 1,160 万 kL となって

おり、原油や天然ガス、石炭や原子力燃料のウランなどを加えた一次エネルギーの供

給量の約 2.9％となっています。 

一方、京都議定書目標達成計画においては、平成22 年度（2010 年度）に原油換

算で 1,910万 kL の新エネルギーを導入する目標が設定されていますが、この目標を

達成するには、これまで以上に一層の導入促進策などが必要となっています。 

また、平成 20年（2008 年）５月の国の長期エネルギー需給見通し（総合資源エ

ネルギー調査会 需給部会）では、2030 年度の新エネルギーの最大導入ケースの場

合、3,202 万 kLの導入量を見込んでおり、大規模水力（1,931 万 kＬ）や地熱発電

（679 万 kL）を加えた再生可能エネルギーは、一次エネルギー国内供給量の11.1％

を占めるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：資源エネルギー庁ホームページ 

＜http://www.enecho.meti.go.jp/energy/newenergy/new/p1.html＞ 

図 新エネルギーの導入実績と目標 
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（２）高知県の状況 

① エネルギー消費量の推移 

本県のエネルギー消費量は、近年ほぼ横ばいで推移しており、平成 19 年度（2007

年度）の高知県統計書等を基にした推計値では 70,600 Ｔ Ｊ
テラ・ジュール

となっています。 

平成２年（1990 年）と比較すると、全消費量は１％減少しており、部門別にみる

と、農林水産業や建設業鉱業で減少が大きく、運輸部門は微減となっていますが、業

務部門と家庭部門を合せた民生部門は、3割以上増加しています。これは、全国の消

費動向と同様に家庭や事業所での電化製品等の普及やOA化の進展などに起因してい

ると考えられ、１需要家あたりの電力消費量も平成 2 年と平成 19 年を比べると約

30％増加しています。 
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図 最終エネルギー消費量の推移 図 最終エネルギー消費量の推移（1990 年を１とした場合） 

資料：高知県統計書等 

図 家庭における電力消費量の推移 

 

資料：高知県統計書等 
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② 新エネルギー等の導入動向 

平成９年（1997 年）３月に策定した「高知県地域新エネルギービジョン」では、

国の新エネルギーの導入目標を参考に、本県の平成 22 年（2010年）における導入

目標を設定しています。 

この目標を設定した当時は、新エネルギー技術の動向が不透明であったことや、計

画期間も長期であったことなどから、目標値と実績値に大きな差が生じています。 

例えば、風力発電では、ウインドファームが整備されるなど、目標を大幅に超える

実績となっていますが、太陽光発電については目標値の５割程度、多くの導入を見込

んでいた太陽熱利用については３割程度の導入実績となっています。 

 

 

ア 太陽光発電 

本県は日照条件が良く、太陽光発電システム１kW あたりの年間発生電力量は

1,100kWh を超えており、全国でもトップクラスとなっています。 

住宅用太陽光発電の導入状況は、四国経済産業局の資料では平成 21年（2009 年）

末時点でRPS法※に基づく設備の認定件数で、2,992 件となっています。 

平成 22 年には、国による補助制度の再開により、本県では１年間で 1,480 件の

申請がされ、１件あたりの設備容量の平均は約４kW となっています。 

県内の市町村においては、住宅用太陽光発電の導入に対し、平成 13 年度（2001

年度）から土佐市、梼原町が助成を行っており、平成 21 年度からは南国市、平成 22

年度からは安芸市、四万十市、東洋町、津野町が加わり、現在、7市町で助成制度が

設けられています。 

県においても、平成 22年度から平成 23 年度までの間、県産木材を使用した新築

住宅に対する助成と組み合わせた住宅用太陽光発電設備への助成制度により普及に

努めてきました。 

また、発電出力が 10kW を

超える設備については、平成

21 年度に国の助成に加えて、

県が助成を行った農業関係 4

団体において、合計 460kW

の設備が整備されており、県全

体では、平成 21 年末で 77 件

2,509kW の設備が導入され

ています。 

 

 
※ＲＰＳ法：「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」 

電気事業者に新エネルギー等から発電される電気を一定割合以上利用することを義務づける法律で、新エネルギー等

の一層の普及を図ることを目的としています。 

出典：NEDO 再生可能エネルギー技術白書（平成 22 年 7 月、NEDO） 

図 住宅用太陽光発電の都道府県別年間発生電力量（kWh/kW） 
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イ 太陽熱利用 

本県は、日照時間が長いこともあり、全国に比べて太陽熱温水器の普及率が高く、

平成 21年全国消費実態調査によると、世帯あたりの普及率は、全国の 5.2％に対し、

17.5％となっています。これは四国の中でも最も高く（徳島県 10.1％、香川県

14.4％、愛媛県 11.4％）全国的にみても、宮崎県（24.6％）、熊本県（19.2％）に

次いで、3番目に高いものとなっています。 

住宅用の太陽熱温水器は、他の新エネルギー関係機器に比べ、価格が低廉なことも

あり、比較的普及が進んでいます。 

 

 

ウ 風力発電 

県内では、合計 40 基、36,45０kW の設備が導入されています。特に、平成 18

年（2006 年）には 1,000kW 級の風車が津野町に 20 基、大月町に 12基導入され

ており、技術の進展に伴う風車の大型化とともに、導入基数も増えてきています。 

 

表 県内における風力発電の導入実績（平成 23 年１月末現在） 

施設の名称 設備規模 導入基数 

合 計（ ）内は運転開始年 36,450kW    40 基 

 室戸風力発電所（1994 年） 300kW    300kW×１基 

 野市風力発電所（1995 年） 250kW    250kW×１基 

 大豊風力発電所（1999 年） 1,200kW    600kW×２基 

 梼原町風力発電所（1999 年） 1,200kW    600kW×２基 

 甫喜ヶ峰風力発電所（2004 年） 1,500kW    750kW×２基 

 葉山風力発電所（2006 年） 20,000kW    1,000kW×20 基 

 大月ウィンドファーム（2006 年） 12,000kW    1,000kW×12 基 

出典：高知県 
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エ 中小水力発電 

RPS 法に基づく認定を受けている 1,000kW 以下の設備は、7 箇所で合計

2,459kW の設備が整備されています。なお、1,000kW を超える大規模な水力発電

施設を加えた、全ての水力発電設備の合計は 1,154,509kW※１となっています。 

 

 

表 県内における中小水力発電の整備状況（平成 23 年 1 月末現在） 

施設の名称 設備規模 構造 

合 計（ ）内は運転開始年 2,459kW    － 

 名村川発電所（1913 年） 420kW    水路式 

 吉良川発電所（1922 年） 256kW    水路式 

 松葉川発電所（1925 年） 320kW    水路式 

 新改発電所２号機（1963 年） 800kW    ダム水路式 

 津賀発電所３号機（1998 年） 550kW    ダム水路式 

 白滝発電所（2006 年） 60kW    水路式 

 梼原町小水力発電所（2009 年） 53kW    水路式 

出典：高知県 

 

 

オ バイオマス（木質） 

本県では、全国１位の森林率を生かし、木質バイオマスを積極的に活用するため平

成 18 年（2006年）に「高知県木質バイオマス活用プラン」※２を策定しました。 

県では、このプランで示された園芸用加温ボイラーでの木質ペレット利用の実証実

験などに取り組むとともに、平成 21 年度（2009 年度）からは、国の交付金や補助

金を活用し、園芸用の木質バイオマスペレットボイラーを中心に導入をすすめてきま

した。 

その結果、平成 21 年度までに、園芸農業用で 52 基、公共施設などに 20 基の木

質バイオマスボイラーが導入されています。 

また、県内の木質バイオマスのペレットやチップの製造工場は、平成 22年（2010

年）12月末で 9 箇所となっています。 

 

※２ 「高知県木質バイオマス活用プラン」とは、県内の地域ごとの現状や課題を把握し、地域の特色を活かした利用拡大策を

取りまとめた行動計画（期間：平成 18～22 年）です。 

プランの目的は、①製材等から発生する木屑の有効利用、②林地に放置されている木質未利用資源の有効活用、③木

質バイオマスの有効利用を推進するための役割を明確にする。としています。 

 

※１高知県内に所在する水力発電設備の合計 
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表 県内における木質バイオマスの発電・熱利用・燃料製造の取り組み状況 （平成 22 年 6 月末現在） 

導入事業の概要 導入地域（事業主体） 備 考 

発  電 木質バイオマス混焼発電 須崎市 

（住友大阪セメント） 

発電出力 

133,000kW 

林地残材バイオマスガス化発

電 （実証実験） 

佐川町 

（仁淀川町） 

発電出力 

150kW 

熱利用 

( 木 質 バ イ オ

マスボイラー

導入) 

冷暖房ボイラー 田野町、四万十町 部品工場 

田野町 庁舎 

梼原町 学校施設 

温水ボイラー 
仁淀川町 

温泉施設 

社会福祉施設 

佐川町 町民プール 

須崎市 学校施設 

高知市 養鰻施設 

蒸気ボイラー 土佐市 製紙工場 

安芸市 酒造会社 

チップボイラー 香美市 温泉施設 

施設園芸用ﾍﾟﾚｯﾄﾎﾞｲﾗｰ等 大川村 ふるさと公社 

安芸市  

南国市  

香南市  

芸西村  

梼原町  

四万十町  

本山町  

燃料製造 ペレット製造 （須崎燃料㈱） 6 施設で 

6,500t/年 

を計画 

（ゆすはらペレット） 

（㈱日本バイオエナジー） 

（仁淀川町） 

（池川木材工業㈲） 

（㈲安岡重機） 

チップ製造 （丸和林業㈱）  

（㈱モリチップ）  

（大成木材工業㈱）  

出典：高知県木質バイオマスエネルギー利用促進協議会調べ 
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カ 廃棄物発電 

廃棄物の焼却に伴い発生する熱を利用する廃棄物発電は、県内では３箇所で大規模

なごみの焼却処分施設の整備に併せて導入されています。 

発電した電力は、焼却施設での使用や電力会社への売電が行われています。また、

高知市清掃工場では、廃棄物を焼却する際の排熱を回収し、併設する温水プールの熱

源としても利用しています。 

表 県内における廃棄物発電施設と発電規模等（平成 23 年１月末現在） 

施設の名称 発電規模 事業主体 

合 計（ ）内は運転開始年 12,590ｋＷ － 

 高知市清掃工場（2001 年） 9,000ｋＷ 高知市 

幡多クリーンセンター（2002 年） 1,890ｋＷ 幡多広域市町村圏事務組合 

安芸広域メルトセンター発電所（2006 年） 1,700ｋＷ 安芸広域市町村圏事務組合 

出典：高知県 

 

 

キ クリーンエネルギー自動車 

本県における平成 21年（2009 年）3 月末時点のクリーンエネルギー自動車の導

入状況は、電気自動車 4 台、ハイブリット自動車 2,390 台となっています。なお、

平成 22 年（2010 年）12 月時点で、県が把握している電気自動車の導入実績は約

40 台と増加しており、県内の企業や市町村等で利用されています。 

 

表 クリーンエネルギー自動車の登録台数（平成 21 年 3 月末現在） 

種類 高知県 全国 

 電気自動車 4 479 

ハイブリッド自動車 2,390 535,964 

天然ガス自動車 0 23,364 

メタノール自動車 0 17 

合計 2,394 559,824 

保有自動車数（乗用車） 210,561 41,468,989 

クリーンエネルギー自動車の割合 1.14 1.35 

出典：四国経済産業局公表資料（2010 新エネアイランド四国） 
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２．高知県における新エネルギー導入の意義と目標 

 

本県は、全国と比べ、豊富な森林資源や年間降水量、日照時間が長いなど、新エネル

ギーの導入に適した地域特性をもっており、新エネルギーの導入に取り組むには、こう

した自然条件を生かすことが重要となります。 

このため、① 新エネルギーを産業振興に生かす ② 新エネルギーで地球温暖化対策

に貢献する ③ 将来期待される新エネルギーに取り組む の考え方のもと、県民みん

なが主役となって、地域資源から得られる新エネルギーを活用してエネルギーの地産地

消・地産外商を進めるとともに、持続可能な低炭素社会を構築することにより、将来に

わたって活気あふれる元気な高知県となることを目指します。 

 

 

 

2.1新エネルギーを産業振興に生かす 

新エネルギーは、石油などに由来するエネルギーと比べて導入コストが高いなど、経

済的に同等あるいは優位な水準に達しているとは言えないものが多くあります。 

しかしながら、新エネルギーの導入にあたっては、このような経済的な面の検討だけ

にとどまらず、地域の特性を生かして取り組むことによる波及効果も視野に入れる必要

があります。 

例えば、木質バイオマスの利用促進は、本県の豊富な森林資源を有効活用することに

なりますし、木材産業の活性化や関連機器の製造等への県内企業の参画、これらによる

雇用の創出などが期待できます。 

また、このような地域経済への波及効果に加え、新エネルギーは太陽光、小水力とい

った地域資源を活用するため、独立した電源として中山間地域等で活用することや、災

害時の非常用電源等としての活用も期待できます。 

高知県では、多くの県民の皆様の参加を得て、県経済の活性化のためのトータルプラ

ンとして「高知県産業振興計画」（14 ページ参照）を策定しています。 

第１期計画（平成 21～23 年度）では、本県の強みである「食」「自然と歴史」「人」

などの地域資源を生かしきるといった視点で「３つの改革のための基本方向」を示し、

数々の取り組みを進めてきましたが、第２期計画（平成 24～27 年度）では、これらに

加え、「産業振興計画の推進によって目指す将来像（10 年後の成功イメージ）」や産業分

野ごとの数値目標などを明らかにしたうえで、産業振興に向けた具体的な行動計画を記

載しています。 
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この産業振興計画の取り組みをさらに進めるためにも、本県の強みである豊富な森林

資源、全国トップクラスの日照時間、年間降水量などの自然条件を生かして新エネルギ

ーを導入し、産業の振興や地域の活性化に寄与することを目指します。 

 

【高知県新エネルギービジョンが目指す将来の姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域

資源 

産業振興 

地域の活性化 

雇用創出 所得向上 

中山間対策 

新エネルギーを産業振興に生かし、 

将来にわたって活気あふれる 

元気な高知県をめざそう！！ 
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【第 2 期高知県産業振興計画の概要】 

 

 

Ⅰ 計画策定の趣旨 

高知県では、県経済が抱える積年の課題に正面から向き合い、経済を根本から元気にするためのトータル

プランとして、「高知県産業振興計画」を策定し、平成21年度から官民一丸となって県勢浮揚に挑戦して

きました。 

この計画が、平成23年度末で当面の目標としてきた時期を迎えることから、第１期３年間の取り組みの

課題を踏まえて、官民協働を一層強化し、より高いレベルを目指して新たな挑戦を行うため、平成２４年度

から平成２７年度までの４年間を計画期間とする第２期計画を策定しました。 

  

Ⅱ 第２期計画の特徴等 

■10年後の成功イメージ（目指す将来像） 

   第２期計画では、広範な県民の皆様との議論を通じて、新たに県民の皆様と共有する１０年後の成

功イメージ「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県」や、産業分野ごと

の数値目標などを掲げました。 

   この成功イメージを目指して、第２期計画のすべての施策において、次の３つを意識して取り組み

を進めます。 

①若者が志を持って打ち込める魅力ある仕事をつくる 

②全国一学びの機会が多い県を目指す 

③全国一サポート体制が整った県を目指す 

■3つの視点で大きくバージョンアップ 

   具体の戦略や施策は、これまでの取り組みや状況変化を踏まえて、次の3つの視点から、第1期計

画を大きくバージョンアッブしました。 

◆第１の視点 「これまでの取り組みを定着、更に成長・発展させて、より大きな産業を目指す」 

◆第２の視点 「将来に大きな可能性を秘めている分野に挑戦し、新たな産業集積の形成を目指す」 

◆第３の視点 「産業振興の取り組みをより地域地域に広げる」 

■具体的な取り組み  

   次の５つの基本方向に沿って、産業成長戦略33１施策、地域アクションプラン22０事業によって、

具体の取り組みを進めます。 

①足下を固め、活力ある県外市場に打って出る 

②産業間の連携を強化する 

③足腰を強め、地力を高める 

④新たな産業づくりに挑戦する 

⑤産業人材を育てる 

飛躍への挑戦！
高知県産業振興計画



- 15 - 

 

2,718 2,255 2,270 2,273 2,275 2,188

704
869 928 861 945 919

785 1,028 1,057 1,012 1,070 1,019

1,519 1,693 1,658 1,689 1,660 1,643

2,354
2,697 2,738 2,563 2,464 2,287

96
122 125 117 115

111
491

522 594 577 573 5568,667
9,186 9,370 9,092 9,102 8,723

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

基準年 2004 2005 2006 2007 2008

（千t-CO2）

産業 家庭 業務その他 運輸 工業プロセス 廃棄物 その他

（年）

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

基準年

ライン

2.2新エネルギーで地球温暖化対策に貢献する 

私たちの日常生活や経済活動は、大量のエネルギーの消費の上に成り立っています。 

産業革命以降、エネルギーの消費に伴って排出される温室効果ガスは急速に増加して

います。それに伴い、地表面の温度が上昇したことで、異常気象や生態系への悪影響の

拡大、食糧生産への影響など、人間の健康や経済社会活動への広範かつ深刻な影響が予

測されており、地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる重要な課題の一つとなって

います。 

本県でも、地球温暖化を防止するため、平成 20 年（2008 年）に「高知県地球温暖

化対策地域推進計画（２次）」を策定し、県民の生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排

出削減目標を定め、県民、事業者が省エネに取り組むとともに、本県の豊富な森林を活

用した二酸化炭素の削減のための仕組みづくりや太陽光や風力、木質バイオマスなどの

新エネルギーの導入を促進してきました。 

平成 23 年（2011 年）には、「高知県地球温暖化対策実行計画」を策定し、これまで

の取り組みを継続するとともに、県民、事業者、行政が一体となって、広く官民協働によ

り、環境負荷の少ない持続可能な低炭素社会の実現を目指していきます。 

こうした環境施策等と連携して、新エネルギーの導入を促進することで、地球温暖化

対策に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 高知県における温室効果ガス排出量の推移 

出典：高知県 

基準年比 

0.6％増加 
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高知県における再生可能エネルギーの導入状況は、設備規模等から推計すると約 11.8

千ＴＪ
ﾃﾗ･ｼﾞｭｰﾙ

となっており、大規模水力※１を除く新エネルギーでは約 0.96 千T J
ﾃﾗ･ｼﾞｭｰﾙ

となってい

ます。 

高知県の平成 19 年度（2007 年度）におけるエネルギー消費量の推計値は、約 70.6

千ＴＪ
ﾃﾗ･ｼﾞｭｰﾙ

（6 ページ「図 最終エネルギー消費量の推移」参照）であることから、高知県の

再生可能エネルギー導入量は、県のエネルギー消費量の約 16.8％であり、大規模水力を

除く新エネルギーでは 1.36％に相当します。 

本ビジョンに基づく取り組みを進めることで、県のエネルギー消費量に占める新エネ

ルギーの割合を大幅に高め、再生可能エネルギーの割合も高めていきます。 

 

 

エネルギー種別 設備規模（kW） 熱量換算（ＴＪ） 

太陽光発電※２ 19,267 79 

太陽熱利用※３ － 420 

風力発電※４ 36,450 230 

水力発電※５ 1,154,509 10,923 

 うち中小規模水力※６ 2,459 47 

バイオマス発電※７ 133,150 11 

バイオマス熱利用※８ － 4 

バイオマス燃料製造※９ － 37 

廃棄物発電※10 12,590 135 

合 計 － 11,838 

 （大規模水力除く） － 962 

 
※１：1,000kW 以下のものを中小規模水力、1,000kW よりも大きなものを大規模水力としている。 

※２：NEF、新エネアイランド四国、J-PEC の補助実績等を基に、平均設備規模（約 4kW）を乗じて設備規模を推計。

熱量換算は、高知県における平均発電量等から設備利用率を乗じて推計。 

※３：住宅用太陽熱温水器の導入量。全国消費実態調査、地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会エネ

ルギー供給WG（第２回資料）などにより推計。 

※４：県内における大規模風力発電の導入実績。熱量換算は、JWPA 資料による設備利用率を乗じて推計。 

※５：県内における水力発電導入実績に、過去３年間平均発電量から推計した設備利用率を乗じて、熱量換算を

推計。 

※６：中小水力発電については、（社）電力土木技術協会及び RPS 対象設備より推計。 

※７：住友大阪セメント、仁淀川町における発電量。 

※８：仁淀川町における熱利用。 

※９：高知県資料より推計。 

※10：エネルギー量は清掃工場でのごみ発電量のうち、バイオマス由来分を推計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 県内における再生可能エネルギーの導入状況 

【国の長期エネルギー需給見通しを踏まえた本県の考え方】 

 国の「長期エネルギー需給見通し」では、2005 年を基準として新エネルギーの導入・普及の見通しを示

しています。この中で、今後新たなエネルギー技術が導入されず、機器の効率が一定のまま推移した場合の「現

状固定ケース」では、2020 年に約 1.5 倍の導入・普及の見通しとなっています。また、最先端の技術で、

機器・設備について様々な対策などを講じ最大限普及させることにより劇的な改善を実現する「最大導入ケー

ス」の場合は、約 2 倍の導入・普及を想定しています。 

 本県でも、2020 年までに、この最大導入ケースである現状（県のエネルギー消費量に占める新エネルギ

ーの割合 1.36%）の２倍以上の導入に努めていかなければなりません。 
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2.3将来期待される新エネルギーに取り組む 

新エネルギーの中には、助成制度が充実してきた住宅用太陽光発電や比較的経済性の

高い風力発電など、一定導入が進んでいるものはありますが、その他の新エネルギーで

は、経済面などでの課題から導入が進んでいないものもあります。 

また、現段階では、実用化には解決すべき技術面の課題が多くあるため、将来の導入

に向けて研究が進められているエネルギー等もあります。 

 

こうした、現時点では導入が困難なエネルギー等についても、今後、画期的な技術革

新等により飛躍的に進展する場合も考えられます。このため、高知県にとって将来導入

の可能性があるエネルギーについて、産業振興や地域振興などの視点を持って調査・研

究を行っていきます。 
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３．新エネルギーの導入促進 

 

3.1 新エネルギー導入の際の基本的な考え方 

新エネルギーの導入にあたっては、新エネルギーが持つ特長を踏まえ、以下の３つの

基本的な考え方のもと、導入促進を図っていきます。 

 

 

① 地域資源を生かす 

新エネルギーの導入にあたっては、地域の特性を生かしていく必要があり、以下

に示すような本県が持つ優位性を踏まえて取り組みを進めることが重要です。 

・全国トップクラスの日照時間（日射量）を誇る太陽光 

・豊富な年間降水量 

・全国一の森林率による豊富な森林資源 

・室戸岬、足摺岬周辺や山間部の恵まれた風況 

 

 

② 県民の参加を促す 

新エネルギーは、小規模分散型エネルギーという特長を有しています。新エネル

ギーの利用を拡大していくためには、エネルギーの消費者である県民みなさんの参

加が重要となります。 

例えば、住宅用太陽光発電を導入し、環境貢献に参加することや共同出資による

新エネルギー発電事業への参画など、県民のみなさんが新エネルギーを活用する機

会を増やしていくことが重要です。 

こうした取り組みに参加された皆さんは、新エネルギーの供給者として、地球温

暖化防止に貢献できることになります。 

 

 

③ 県内産業に生かす 

新エネルギーは、幅広い産業が関係する裾野が広い分野であり、県内企業の参画

や雇用の創出などにより、地域経済の活性化と県内産業の振興につなげていくこと

が重要です。例えば、新エネルギーの導入を促進し、関係する産業での需要を拡大

することで、発電機器や燃焼機器の製造、関連施設の施工、管理業務など、県内事

業者の参入する機会が広がることになります。 
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3.2 新エネルギー等の種別ごとの導入促進 

 

（１）太陽光発電の導入 

本県は、日照時間及び日射量が全国トップクラスであり、太陽光発電は、地域の強

みを活かす有効なエネルギーのひとつです。 

四国経済産業局の資料によれば、県内の住宅用太陽光発電設備の導入率※は全国平

均を下回っている状況ですが、平成 21 年（2009 年）1月に国の助成制度が復活し

たことと、同年 11 月から新たに余剰電力の買取制度が始まったことなどにより、県

内でも急速に導入が進んでいます。 

一方、設備規模が 10kW を超える住宅用以外の設備については、四国の他の三県

に比べると比較的導入は進んでいますが、住宅用に比べ太陽光パネルを支える架台の

設備費が必要なことや発電電力の変換機器といった周辺設備費なども高いという課題

があります。 

 

※住宅用太陽光発電設備の導入率 「RPS 法認定設備件数÷一戸建件数」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 主な都市の日射量及び日照時間 

 

年間最適傾
斜角における 
日射量 

（kWh/㎡・日） 

最適 
傾斜角 
（度） 

日照時間 
（ｈ） 

札幌 3.95 35.4 1,774.8 

仙台 3.84 33.8 1,842.6 

東京 4.16 31.2 1,847.2 

名古屋 4.11 32.1 2,053.4 

大阪 3.92 28.6 1,967.1 

高知 4.32 31.7 2,120.1 

福岡 3.79 25.4 1,848.5 

那覇 4.15 17.8 1,820.9 

出典：全国日射関連データマップ（ＮＥＤＯ） 

気象庁統計資料（1971～2000 年の平年値） 
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① 大規模太陽光発電の導入（メガソーラー） 

 

大規模太陽光発電いわゆるメガソーラーは、四国内では、四国電力株式会社の松山

太陽光発電所において、平成 32年度（2020年度）までに合計出力約 4,300kW の

設備が整備される予定です。また、県内でも、固定価格買取制度により採算性の向上

が期待されることから民間事業者による1,000kＷを超える大規模な設備の建設計画

が発表されています。 

メガソーラーの整備には広大な用地が必要となりますが、例えば、自治体が用地を

確保することや、未利用農地を活用することで、用地確保や農地の有効利用といった

課題も併せて対応が可能となります。 

平成 22年度（2010 年度）に国の委託を受けて県が実施した「緑の分権改革」推

進事業では、「未利用農地」「山間地」「公共施設」への導入を想定し、実際に１kW 程

度の太陽光発電設備を設置することで、それぞれの箇所ごとの課題の抽出や発電量の

データ収集等の実証調査を行いました。また、同事業の市町村実施分の中には、関連

事業者への意向調査を行ったところもあります。 

太陽光発電の導入にあたっては、こうした「緑の分権改革」推進事業の成果も活用

しながら、未利用農地などの活用や導入を検討する事業者等に関する情報共有を行う

などの取り組みを進めるとともに、地域の資源を生かしきるという視点のもと地域が

参画した発電事業主体の立上げに向けた取り組みや、売電収入に加えて、例えば、災

害時における自立電源の確保、エネルギーの地産地消及び地球温暖化対策への貢献等

再生可能エネルギーの導入による効果を地域に還元するための仕組みづくり等につ

いても検討が必要です。 

また、県内には、すでに太陽光発電関連企業が立地しており、更なる関連産業の集

積化とあわせたメガソーラーの導入にも関係自治体と協力して取り組んでいきます。 

 

 

あわせて、固定価格買取制度の適切な運用や、発電設備の送電網への接続等本県独

自の課題への対応策、未利用農地へ設置する場合の農地法の規制緩和等について、必

要に応じて国へ提言していきます。 
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◆売電事業だけでは採算性の確保が難しい 

◆整備のための用地確保が難しい 

 

 ◆採算性の確保 

  ・固定価格買取制度の活用 

 ◆未利用農地等の活用 

◆関連企業の集積化とメガソーラー発電所の誘致 

導入のための対策 

大規模太陽光発電導入の主な課題 

大規模太陽光発電の導入 

・固定資産税 

・建設時雇用 

・保守管理業務 

地域のメリット 事業者のメリット 

・売電収入 

・環境貢献 

地元自治体の支援 

具体的な対策は、 

48・49 ページ 
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◆初期費用の負担が大きい 

小規模太陽光発電導入の主な課題 

 

 ◆初期費用の軽減化 

・導入時の支援 

・屋根借り方式等での普及拡大 

導入のための対策 

小規模太陽光発電の導入 

個人のメリット 

・光熱費の削減 

・環境貢献 

・利用料、売電収入 

・環境貢献 

事業者のメリット 地域のメリット 

・雇用の創出 

・施工及び保守管理 

具体的な対策は、 

48・49 ページ 
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（２）小水力発電の導入 

県内の RPS 法に基づく認定設備の導入状況は、電力会社によるもの以外では、大川

村に 60kW、梼原町に 53kW の計 113kW にとどまっています。本県は、全国トッ

プクラスの年間降水量を誇り、環境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査（平

成 21 年度）」でも、1,000kW 未満の小水力発電設備の賦存量は合計約 161,000kW

となっているものの、その特色が生かされていないのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小水力発電が普及していない要因は、適地の選定が難しいこと、小規模の水車発電

機の汎用装置が少なく建設単価が高いことで採算性の確保が難しいこと、整備に必要

な水利権等の法的手続きが複雑なことなどがあります。また、発電した電力をどこで

活用するかという課題もあります。 

小水力発電の導入を図るためには、設置する地点や設備規模により建設費が大きく

左右されますので、採算性の合う適地の選定が重要となります。 

こうしたことから「緑の分権改革」推進事業では、物部川流域の 15 地点を選定し、

流量と落差の現地調査を実施しました。 

県では、この調査結果を活用して、導入が有望な地点を選定したうえで、その整備

費用や活用方策などについての詳細調査及び概略設計を実施し、いくつかの規模別の

パターンで事業の可能性について研究を行います。 

また、事業化にあたって課題となる河川法の水利権の申請手続き等についても必要

に応じて国に提言していきます。 

一方、発電電力の活用面では、地域での有効活用を図る観点から、例えば地域の公

共施設や街路灯などへの電力供給、非常用電力などとして活用ができれば、地域での

再生可能エネルギーの地産地消にもつながります。 

このように、地域のニーズに合わせた形で、小水力発電が普及し、関連機器の製造

を県内企業が行うことになれば、県外市場への参入も期待できます。このため、県内
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図 主な都市の月別降水量（1971～2000 年平年値） 

出典：気象庁統計資料 
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企業の水車発電機開発への支援も県内大学等と連携して取り組んでいきます。 

また、本県における小水力発電は、これまで電力会社やごく一部の自治体が設置し

ていますが、小規模のものは、自治体はもちろんそれぞれの地域で個人や地元団体等

が参加することも可能です。 

このため、今後新たに市町村

等が導入を検討する場合には、

適地調査や発電計画の作成等に

ついて、技術的な支援を行って

いきます。 

また、導入された小水力発電

の発電電力を自家用に消費した

場合には、その環境価値の活用

についても支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギーの
地産地消
エネルギーの
地産地消

官公庁・学校官公庁・学校

環境
価値

納入

発注

＜県内企業＞

小水力発電関連機器
の製造

＜県外企業＞
＜県内企業（将来）＞

対価

工事（下請）

土木建設業者等

環境価値環境価値環境価値環境価値

集約集約

道の駅等
（可能性）

小水力発電設備小水力発電設備

（地元市町村等）

小水力発電設備小水力発電設備

（地元市町村等）

園芸ハウス等園芸ハウス等

電力会社

売電

ブランド化
イメージアップ

◆採算性の確保 

 ・県内適地での事業化可能性の研究 

◆県内市町村等に対する技術的支援 

 ◆県内企業による水車発電機開発への支援 

◆河川法の規制緩和に向けた提言 

導入のための対策 

 

◆採算の合う適地の選定が難しい 

◆建設単価が高いこと 

◆水利権等の法的手続きが複雑 

◆小規模の水車発電機の汎用装置が少ない 

 

小水力発電導入の主な課題 

具体的な対策は、 

50・51 ページ 

・未利用資源の有効活用 

・エネルギーの地産地消 

・コミュニティの再生 

小水力発電の導入 

地域・個人のメリット 

・県内企業の関連産業への参入 

・県外市場への参入拡大 
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（３）木質バイオマスの活用 

本県は、県土の 84％が森林という日本一の森林県ですが、森林資源の成熟が進む一

方で、木材需要の減退、価格の低迷、採算性の悪化などからその有効活用が大きな課題

となっています。 

一方、本県の基幹産業である農業や水産業などは、石油への依存度が高く、重油価格

の変動が事業の収益性に大きな影響を与えています。 

また、重油を使用した場合には、多額の資金のほとんどが県外、国外に流出すること

になります。これを再生可能な県内資源である木質バイオマスに置き換えることで、多

くの資金が県内で還流することになりますし、県内ボイラー製造メーカーなどへの経済

波及効果も期待できます。 

このため、県では、これまで重油を燃料としてきた温泉施設や園芸施設などで、林地

残材や工場残材を活用した燃料用の木質チップや木質ペレット等に置き換える取り組

みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木質バイオマスエネルギーの活用については、燃料確保と利用推進の２つの方向か

ら取り組む必要があります。 

燃料確保では、現在県の支援などにより、およそ 17,000ｔの林地残材等の資源が

燃料用として利用されています。また、県内木質ペレットの燃料製造施設は、６施設

で計 6,500t（平成 22年度末）が供給可能となっています。しかし、製造コストが高

いことに加え、製品となったペレットの品質にメーカーごとのばらつきがあることな

ど、利用する側から見るとまだ課題が多いと言えます。 

 

一方、利用推進として、県内の木質バイオマスボイラーの導入は、温泉施設や園芸

施設等において合計で 118 基整備（平成 22 年度末）される見込みであり、さまざま

図 重油価格の動向 
図 ペレットボイラー100 台導入時の重油とバイ

オマス燃料の経費の比較 

１．5億円

県内

１．4億円

バイオ

１．２億円

重油

県内
０．2億円



- 27 - 

 

な分野での木質バイオマスの利用が進みはじめました。こうした木質バイオマスボイ

ラーの導入は、平成 21 年度から始まった国の緊急経済対策を活用した取り組みの成果

であり、手厚い助成制度がないと導入が難しいのが現状です。また、使用後の焼却灰

の処理にも課題があります。 

 

こうした課題を解決するひとつの方策として、コンパクトな地域内での集約的な利

用システムの確立、定着があります。コスト面で厳しい木質バイオマスを燃料として

効率的に利用するには、原料、製品の搬送距離をできるだけ抑えることが必要です。

原料収集から燃料製造、利用までを一定の地域内に収める仕組みを成立させることを

目指します。 

一方、こうしたコンパクトな地域で循環する仕組みのほか、非常に大規模な燃料生

産施設によりコスト競争力をもつエネルギー源を供給する考え方もできることから、

地域への適合性などを考慮しながら最も適切な手法で普及を目指します。 

 

こうした考え方で原料収集から燃料製造、利用までを一定の地域内で賄い、地域で

資金が循環する仕組み、大型燃料施設を中心とした低コスト型の仕組みなど、実現可

能な木質バイオマス利用の手法を研究します。 

 

また、重油燃料からカーボンニュートラルの木質バイオマス燃料への転換による環

境価値の利用などにより、重油使用時との燃料費や機器のコスト差を埋める取り組み

も必要です。 

こうした取り組みを総合的に進めることで、需要と供給の安定が図られ、ペレット

など木質燃料価格の低減にもつながり、加えて、県内企業によるボイラー製造の低価

格化、機能向上への効果も期待できます。また、木質バイオマスの利用拡大により、

林業分野での雇用促進や所得の向上はもとより、機械製造など関連産業の振興への波

及効果も期待されます。 

 

平成 22年度に実施した「緑の分権改革」推進事業では、複数の市町村で木質バイオ

マスの導入に向けたハウス加温施設での実証実験や燃焼灰の有効活用の検討などが行

われており、これらの調査結果も活用しながら市町村等とも連携した取り組みを進め

ていきます。 
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・重油価格に影響されない経営 

 コストの安定 

・環境価値 PR による事業の拡大 

・環境への負荷の少ない持続可能

な経営 

木質バイオマスの活用 

利用者のメリット 

地域のメリット 林業者のメリット 

・未利用資源の活用 

・仕事量の増大 

・収益の増大 

・資金の地域内還流 

・雇用機会の拡大 

・森林の保全 

 

 ◆コンパクトなエリアごとの需要・供給の仕組みの確立 

◆利用の拡大に伴うスケールメリットによるコスト低減 

◆ボイラーの改良、低コスト化 

導入のための対策 

 

◆ペレットなど燃料生産コストが高い 

◆木質バイオマスボイラーの機器導入コストが高い 

◆木質バイオマス燃料の安定供給 

◆燃焼後の焼却灰の処理の負担 

木質バイオマス（木質ペレット）活用の主な課題 

具体的な対策は、 

54～57 ページ 
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（４）風力発電の導入 

現在、県内では自治体や民間企業等により 40 基 36,450kW の風力発電設備が整

備されていますが、電力会社による買取枠の制限があることなどから、平成 18 年度以

降新たな整備は行われていません。 

しかし、県内の山間部や室戸岬、足摺岬周辺などが、比較的風況が良く風力発電に

適した地域となっていることなどから、いくつかの地域において民間企業等による整

備の計画があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ＮＥＤＯ「局所風況マップ」 

 

風力発電は、他の再生可能エネルギーに比べ発電規模が大きく、比較的採算性も高

いことから、民間事業者による売電事業として成立していますが、その導入にあたっ

ては、新たな送電線の敷設や、景観や騒音などの環境面にも配慮する必要があります。

また、導入後も、落雷による設備の損傷や需給調整のために一時的に発電を中止しな

ければならない（解列）場合もあります。 

 

風力発電は、固定価格買取制度の施行によりさらに導入が進むものと考えられます

が、これまでのように都市部の企業により建設された場合には、建設時に一定の地元

雇用が期待されるものの、その後の売電収入等は、都市部へ流れていってしまうこと

になります。そのため、地域で風力発電を導入する際には、地元自治体への税収入に
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加えて、その波及効果をどう創り出すかということが重要ですので、地元への波及効

果を生み出すため、地元自治体等による出資やその一部を自ら運営するなど、発電事

業へ参画することも有効な手段のひとつとなります。 

 

地域で風力発電所が建設された場合には、保守管理などでの地元雇用が期待できま

すし、故障時の修理をできるだけ県内企業で実施できるよう、発電事業者と県内企業

とのマッチングに取り組むことで、県内産業の振興も期待されます。 

 

また、県内には小型風車等の発電機を製造する企業がありますが、新エネルギーの

普及による新たなニーズに合わせた機器を開発するためには、製品試験など多くの経

費が必要となります。こうした企業の負担を解消するため、県内企業の技術開発や機

器開発への支援を行うことで産業振興につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆県外資本により建設した場合、地元で資金が還流しない 

◆小規模の場合は、採算性の確保が難しい 

◆機器の開発には、製品試験などの経費負担が大きい 

風力発電導入の主な課題 

 

 ◆地元への波及効果の拡大 

  ・メリット創出に向けた地元市町村支援 

 ◆県内企業による発電機開発等へ支援 

導入のための対策 

具体的な対策は、 

52・53 ページ 
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★市民風車 

 

現在、北海道や青森県などでは市民の共同出資による風力発電会社が運営されて

います。市民風車は、地域以外の個人の出資が可能であり、出資者と地域の交流会

などの開催を通して人的ネットワークの拡大につながっています。 

県内でも、任意団体の主催によるシンポジウムが開催されています。 

 

市民風車は、経営の安定化が課題としてあり、出資者の確保がポイントとなりま

すが、行政が出資や用地の提供を

行うなど関与することで、事業者

の信用を高め、資金集めをスムー

ズに進めることも考えられます。 

また、保守管理を地元業者等で

実施できる体制を整えることで、

迅速な対応や費用の軽減が期待で

き、県内に資金も還流しますので、

導入に向けた動きにあわせた支援

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電の導入 

事業者のメリット 

・売電収入 

・環境貢献 

・固定資産税 

・建設時雇用 

・保守管理 

地域のメリット 

地元自治体等の参入 

・個人の環境貢献 

・出資配当 

市民風車の導入 

地域・個人のメリット 

・人的交流の拡大 
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（５）その他のエネルギーの利用等 

 

○ヒートポンプ 

ヒートポンプとは、「熱を汲み上げる」という意味で、大気の熱や河川水、海水、

下水、地下水等が持つ熱を効率的に取り出し利用するものです。 

技術的には、この熱を含む気体に圧力を加えると温度が上がり、圧力を下げると

温度も下がる特性を利用して熱を移動させます。動力源に電力を用いますが、その

消費電力を上回る熱エネルギーを利用することができます。 

家庭のエネルギー消費量の約３割を占めるといわれる給湯において、ヒートポン

プ給湯器などの普及拡大を図ることで、省エネルギーの進展が期待されます。 

また、県の主要産業の 1 つである施設園芸農業では、冬場ハウス内を加温するた

めに大量の重油を使用していますが、近年、重油価格の高騰や環境保全意識の高ま

りなどからヒートポンプを導入する農家もあります。 

重油ボイラーと比較すると、初期投資が高いことが課題ですが、導入のメリット

として、燃料費が削減できることや、冷房が可能なため夏場に効果的な温度管理が

でき、作物の品質向上が期待できることなどがあげられ、さらに環境に優しい農作

物として消費者にアピールをすることで、高付加価値化を図ることなどが考えられ

ます。 

こうしたことから、県では園芸施設におけるヒートポンプの利用技術と機能強化

に関する研究などを行っていきます。 
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○クリーンエネルギー自動車 

本県では、エネルギー消費量の約４分の１を運輸部門が占めており、そのほとん

どが自動車の利用に伴うガソリンや軽油となっています。自動車の燃費は改善され

ているものの、世帯あたりの自動車保有台数は増加しており、石油代替エネルギー

を利用したり、ガソリンの消費量を削減したりするクリーンエネルギー自動車の導

入促進が期待されます。 

クリーンエネルギー自動車には、電気で走り排気ガスを出さない電気自動車や、

ガソリンエンジンと電動モーターを組み合わせて効率良く走るハイブリッド自動車、

炭素や有害物質の少ない燃料を使う天然ガス自動車やメタノール自動車などがあり

ます。 

この中でも近年、急速に普及しているのが、ハイブリッド自動車です。日本の自

動車メーカーが小型化、軽量化に成功し、国の経済対策としてのエコカー減税や買

い替え補助金などの後押しもあり、県内でも普及が進んでおり、平成 21 年 3 月時

点で 2,390台が導入されています。 

また、排気ガスを出さない電気自動車については、国内自動車メーカーが相次い

で販売しており、県内ではいくつかの公的機関や企業で導入がされています。今後、

一般利用者への普及が期待されますが、現段階では高性能蓄電池（バッテリー）の

開発や急速充電器の導入などが課題となっています。 

今後、急速充電器の設置が進みインフラが整備されることで、さらに電気自動車

の普及も進むと考えられます。 

 

 

○太陽光発電、小水力発電、木質バイオマスの一体的な導入促進 

県内では、太陽光発電、小水力発電、木質バイオマスなどの新エネルギーの導入

を一体的に進めていく仕組みがほとんどありませんでした。 

不安定なエネルギーである新エネルギーを他の技術と組み合わせることで、出力

の安定化を図ることができます。また、保守管理の一体化等によるコストダウンで

採算性の確保にもつながると考えられます。 

このため、モデル地域を設定して、太陽光発電、小水力発電、木質バイオマスを

地域振興に生かすといった観点から、その活用方策や事業運営の可能性について研

究します。 
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3.3 将来期待されるエネルギー等 

現時点では普及段階にありませんが、将来期待されるエネルギー等として以下のよ

うなものがあります。 

 

○バイオマス燃料（バイオエタノール等） 

バイオマス燃料は、将来枯渇するといわれる石油の代替燃料としての大きく期待さ

れています。 

県内では、東洋町や日高村などにおいて、地域内で回収した廃食用油からバイオデ

ィーゼルを製造し、自動車の燃料として活用されていますが、その普及には、廃食油

の収集が難しいといった課題があります。 

一方、さとうきびやとうもろこし（でんぷん系資源）を用いたエタノール生産技術

については、既に実用化されており、自動車用などとしてブラジルやアメリカを中心

に世界的に普及しています。しかし、とうもろこしなどを原料とした場合、穀物市場

の変動が、燃料の生産や価格に影響を与えるという欠点もあります。 

また、分解することが難しい木質系廃材・未利用材に含まれるセルロースなどを糖

化したうえでエタノール発酵する技術については、国内でも実証実験が行われていま

すが、まだ技術開発段階にあります。 

さらに、農業から発生する農作物残さなどについても、豊富なエネルギーポテンシ

ャルを有しています。 

加えて、最近では、藻類からバイオ燃料を生産する研究や実証実験なども国内外で

進めてられています。藻類は、陸上の植物と比べ成長が極めて早い特性を有していま

す。このためＣＯ２の吸収も早く、藻類からのバイオ燃料の生産は、地球温暖化対策

に貢献するとも期待されています。 

本県においては、高知大学で、海藻の増殖などの研究が行われており、この中では、

海藻を原料にバイオマス燃料をつくる研究も行われています。 
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○海洋温度差利用 

海洋温度差発電は、表層の温かい海水（表層水）と深海の冷たい海水（深層水）と

の温度差を利用する発電技術です。 

海洋温度差発電は蒸発器、凝縮器、タービン、発電機、ポンプで構成されています。

まず、作動流体（アンモニア等）がポンプにより蒸発器に送られ、表層水で暖められ

て蒸気になります。その蒸気でタービンを回し発電機で発電します。タービンを出た

蒸気は凝縮器に入り深海から汲み上げられた深層水で冷やされ、液体に戻ります。 

 

図 海洋温度差発電の概略図 

 

 

出典：新エネルギー みらいさが ホームページ 

＜http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/kankyo/energy/e_otec.html＞ 

 

国内では、佐賀大学海洋エネルギー研究

センターで、30kW の海洋温度差発電実

験装置が設置され、海水淡水化基礎実験装

置、リチウム改修基礎実験装置などととも

に複合的な利用技術の研究が進められて

います。 

 

 

 

図 表層水と深層水の温度差（室戸岬周辺） 

出典：高知県 
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○洋上風力発電 

風力発電については、電波障害や騒音問題、自然景観への影響などの課題が指摘さ

れていますが、これらを克服する技術として期待されるのが洋上風力発電です。 

デンマークを始めとする欧州では既にメガワット級の風車の導入が進んでおり、我

が国においても、北海道や茨城県などで実証実験が始まったところです。 

欧州では着床式の洋上風力の導入が進んでいますが、日本は水深の深い海域が多く、

浮遊式が適しているとされていますが、現段階では設置コストが高いことが課題です。 

 

 

○波力発電 

波力発電は、欧州、特にイギリスにお

いて技術開発が進められており、商用段

階に移行しつつあります。 

発電システムとしては、海面の上下動

により生じる空気の振動流を用いて空

気タービンを回転させる「振動水柱型」

や、波のエネルギーを可動物体を介して

機械的な運動エネルギーに変換し、それ

を動力源としてピストンを動かして発

電する「可動物体型」、波を貯水池等に

越波させて貯留し、水面と海面との落差

を利用して水車を回し発電する「越波

型」があります。 

我が国においても、山形県酒田港沖や

三重県五ケ所湾などで波力発電の実証

実験が行なわれています。 

波力発電の課題は、波の大きさが不安

定なため、安定した出力を確保できない

ことですが、太陽光や風力など、他の電

源と組み合わせることで解決する方法

などが検討されています。 

 

 

 

 

 

図 波力発電システム 

出典：“Ocean Energy: Global Technology Development Status”
（2009,IEA-OES）、「海洋資源利用に関する調査」（2006, 
(独)海上技術安全研究所） 

【振動水柱型】 

【可動物体型】 

【越波型】 
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○マイクログリッド 

電力の需要地域内で複数の分散型電源や電力貯蔵システムを組み合わせ、それぞれ

の電源の発電量を需要状況に合わせて制御し、電力の地域自給を可能とする小規模の

電力供給網のことをマイクログリッドといいます。 

現在、沖縄県の離島や横浜市、北九州市などで、新エネルギーを大量導入した時の

送配電系統の安定化や需要調整等の研究がエリアを限定して行われています。 

 

マイクログリッドのメリットとし

ては、下表の４点が挙げられていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備投資 
電気や熱を使う場所の近くで発電するので、送電線で長い距離を運ぶ必要がなく、送電

設備投資などの大規模なインフラ投資と送電損失を回避することができる。 

環境・効率 
需要場所での発電のため、発電の際に発生する膨大な排熱を極力自然界へ放出せずに

活用できるため、エネルギー効率面と併せて地球環境面からも望ましい。 

災害リスク 
送電網が寸断されても大規模停電に繋がらないシステムである。社会活動の機能停止に

至る災害リスクが防止される。 

安全性 

新エネルギー等の活用を図り、エネルギー源をできるだけ多様化することにより、特定エ

ネルギー源への依存度を下げることが可能となり、エネルギー供給の安定性が向上す

る。 

出典：ＮＥＤＯ、よくわかる！技術解説 

出典：ＮＥＤＯ、よくわかる！技術解説 
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４．新エネルギーの導入促進のための具体的な施策 

 

4.1 具体的な施策の展開 

 

新エネルギーの導入促進のための主要課題や対策を踏まえて、これからの具体的な取

り組み及びその年次計画を、以下に記載します。 

 

この年次計画は、高知県産業振興計画の取り組みと連動しています。 

 

 

【一部変更の経過】 

平成24年５月 高知県産業振興計画の改定による一部変更 

平成25年３月 数値目標等の見直しによる一部変更 
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4.2 推進体制の確保等 

 

新エネルギーの導入促進に向けては、県民、事業者、市町村、県の各主体が、第２

章に掲げた新エネルギー導入の意義を理解するとともに、相互に協力しながら取り組

みを進めることが必要です。以下に、各主体に求められる役割を示します。 

 

 

■県民の役割 

・新エネルギー導入の意義について理解を深めるとともに、新エネルギーに関する

知識を深め、積極的な導入に努める。 

 

■事業者の役割 

・新エネルギー導入の意義について理解を深めるとともに、新エネルギーに関する

知識を深め、積極的な導入に努める。 

・新エネルギーに関連する技術や機器の開発などに取り組む。 

 

■市町村の役割 

・住民に最も近い自治体として、住民からの相談等に対応できる体制を整えるとと

もに、国や県などの支援制度等に関する情報提供を行う。 

・地域資源を生かすことのできる新エネルギー導入に向けた施策を示し、取り組み

を計画的に進める。 

・公共施設への率先導入を図ることや、導入の効果などについて普及啓発を行う。 

 

■県の役割 

・新エネルギーの導入拡大に向けた施策を示すとともに、各主体が取り組みを進め

るために必要な支援を行う。 

・広域的な新エネルギーの導入に向けた取り組み等について、情報の橋渡し、マッ

チング機会の創出に努めるとともに、関係者間の調整などの支援を行う。 

・公共施設への率先導入を図ることや、導入の効果などについて普及啓発を行う。 
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① 推進体制 

【ビジョンのフォローアップ】 

新エネルギーの導入を促進するため、外部有識者等で構成する協議会を設置し、

ＰＤＣＡサイクルによるビジョンの進捗管理を行う体制を整えます。 

 

【庁内推進体制の確保】 

全庁主管課及び新エネルギー関係課で組織する新エネルギー推進連絡協議会を

設置し、全庁で新エネルギーを導入するための情報共有や協議を行います。 

また、導入にあたっての具体的な取り組みやその課題解決に向けた検討を行う

ため、庁内新エネルギー関係課で庁内会議及びワーキンググループを設置します。 

 

② 産学官の連携 

新エネルギーは、幅広い産業が関係する分野であり、各分野の企業、大学、研究

機関、行政が連携、共同し、新たな技術や製品の開発、ビジネスモデルの構築、事

業化の促進などに取り組むことが望まれます。 

県内の各大学では、地域連携センターなど、地域や民間との連携を促進する専門

の機関を設け、それぞれの専門分野における研究の実用化に取り組むとともに、地

域における人材の育成にも努めています。 

こうした大学の主体的な取り組みと連携し、本ビジョンに掲げた具体的な施策の

推進に生かしていきます。 
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②物部川流域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果等 調査フロー 

木質エネルギーを利用した 

物部川流域新産業モデルの構築 

物部川流域の木質バイオマス資源 

需要量の把握 

○事業者アンケート調査 

○ハウス重油使用量調査 

物部川流域の木質バイオマス資源 

賦存量の把握 

木質バイオマス資源 

収集・利活用システムの構築 

○調達・集材・運搬調査 

○燃料製造実証化及びかんきつ類ハ

ウス加温・燃料実証調査 

○森林所有者アンケート調査 

 

国内・国外先進地事例調査 

○下流域での木質バイオマス需要の高まり（重

油高騰による農家経営の圧迫等） 

○林地残材の供給は現在では困難と推測。 

⇒高性能林業機械の導入が始まっており、集

材コストが下がることが予想される。 

○川下の需要が安定的、持続的に確保できる

のであれば、それに対応すべく川上の林業組

織・体制の再編・充実が必要。 

○安定したペレット供給を実現するためには、技

術的発展、技術水準の向上と技術者の養成

が必須 

○使用する材料によってペレット製造工程に違

いがあり、ペレット工場間及び燃焼機関での

フレキシブルな対応が必要 

○重油ボイラーとペレットボイラーの併用にあた

り、運転状況の詳細な調査が必要 

○工場規模・設備内容と生産コストの緻密な設

計が必要 

○海外での事例調査を実施して設計へ反映 

○発電設備の付加による電力及び余熱の活用

による熱ロスとコスト削減を図る 

○大口余熱利用可能施設近くに立地させる 

○イニシャルコストに対する資金調達などの工

夫を図る 

○流域内での森林成長量約 27 万㎥を持続可

能量として、年間切捨て間伐量 6 万㎥と林地

残材 3.2 万㎥を最大限活用できれば、17.32

億円の新価値創造が可能となる。 

ＣＯ２排出削減量取引と 

環境価値の還元調査 

実現可能なペレット 

工場建設・運営計画の提案 

■本事業での取り組み 

日本一の森林率を持つ本県の特性を生かし、地域資源である木質バイオマスエネルギーを、地域内の

産業において有効に利用するシステムを確立することによって、エネルギーの自給と流域の環境保全を同

時に進め、低炭素化と地域活性化を両立することが必要である。 

そのため、豊富な森林資源量の中で、エネルギーとして経済的に利用可能な実際量の調査を行うととも

に、経費、品質、流通システム等各方面から求められる需要側の実際のニーズ調査を行う。 

また、エネルギー加工工場整備が想定される場所で原材料となる林地残材等を収集し、原料集荷や製

品配送にかかる経費をエネルギー流通という視点から調査し、供給側、利用側の両面から総合的に、木質

バイオマスエネルギーの流通が経済的に成立するための流通規模や各段階での条件を求める。 
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※流域内加温ハウス面積、第52次及び53次高知県農林水産統計年報及び、ＪＡ聞き取りにより推算した。 

※※ハウス使用重油量はその作付け面積に中央東農業振興センターによる重油高騰対策資料内の標準

A 重油使用量を乗じて算出した。 

 

CO２ 
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③安芸広域 
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フォント強調を無くす。 
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６．新エネルギーの取り組み事例 

①市民ファンドによる太陽光市民共同発電事業（長野県飯田市） 

長野県飯田市では、2004 年度から３年間、環境省の「環境と経済の好循環まちモデル

事業（平成のまほろばまちづくり事業）」の採択を受け、太陽光市民共同発電というビジネ

スモデルで、太陽光発電の普及を進めてきました。 

市民ファンドを活用し、太陽光市民発電所「おひさま発電所」とＥＳＣＯ事業「商店街エ

スコ」の２つの事業に取り組んでいます。 

おひさま発電所では、公共施設に太陽光発電設備を設置して電力供給を行う一方、環境価

値をグリーン電力証書として販売するという仕組みであり、「商店街エスコ」は、これまで

省エネサービスがあまり提供されてこなかった中小規模の事業所の省エネサービスを行い、

サービス料として収益をあげていく仕組みとなっています。 

いずれの事業においても、工事費や設備費などの初期投資は環境省からの補助金と市民出

資によってまかなわれており、出資者へは、事業収益から配当が行われる仕組みとなってい

ます。 

 

表 プロジェクトの概要 

事業名 太陽光発電事業 
省エネルギー事業 

（商店街エスコ事業） 

目的と内容 

・飯田市内 38 施設への太陽光発電機の

導入（合計 208kW）と、発電電力の販売 

・「グリーン電力証書」の販売 

・公共・民間施設を対象とした省エ

ネルギーの実現のための省エネ

機器の導入サービス 

事業費 1 億 4,000 万円 2 億 2,000 万円 

総事業費 合計 3 億 6,000 万円 

南信州おひさま 

ファンド導入額 
2 億円 

補助金 

平成16年度選定（平成16年、平成18年、平成19年の3カ年事業） 環境省「環

境と経済の好循環のまちモデル事業」交付金 

1 億 6,000 万円 

事業期間 2005 年～2025 年（予定） 

事業の契約先 長野県飯田市内の公共施設、民間事業所 

出典：おひさま進歩エネルギー株式会社 HP 

 

表 ファンドの運用状況（2006 年 7 月現金分配状況） 

出資タイプ 
第 1 回現金分配実績（2007 年 6 月末） 

（1 口あたり：円） 

出資一口 

金額 

目標年間 

分配利回り 

出資契約 

期間 
 

（うち、元本 

返還分） 

（うち、利益 

分配分） 

A 号：10 万円 2% 10 年 12,497 円 11,112 円 1,385 円 

B 号：50 万円 3.3% 15 年 44,660 円 34,350 円 10,310 円 

出典：おひさま進歩エネルギー株式会社 HP 
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②地域通貨と組み合わせた市民共同発電事業（滋賀県野洲市） 

滋賀県野洲市では、NPO 法人「エコロカル・ヤス・ドット・コム」が中心となり、太陽

光の市民共同発電に地域通貨を組み合わせた試みが展開されています。 

太陽光発電に出資した人は、出資額以上の地域通貨「すまいる」を受け取り、地元 140

店で買物額の 5～10％に利用することが可能となっています。参加した店舗は、地域通貨

分が負担となりますが、参加していることがＰＲとなります。太陽光発電所の設置が進むほ

ど、地元で買い物をする人も増え、地域経済が活性化する仕組みとなっています。 

平成 14 年 1 月から 3 月までの実験期間では、150 万円分の「すまいる」の流通により、

文化ホール駐輪場屋根に 2.1kW の太陽光発電が設置されています。 

「すまいる」の売上げは年間 60 万円程度であり、200 万円集まるごとに、太陽光発電

施設の導入を進めています。 

太陽光発電設備は、NPO から市へ寄付する形となり、発電により削減された電気料金分

を NPO へ毎年交付金として助成するしくみとなっています。 

市民共同発電所の設置による啓発効果は高く、設置後１年間で一般家庭での設置数が２倍

に伸びているとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業のしくみ 

 

 

 

 

購入金額の５％を 

地域通貨で支払 

売電収入 

一部還元 

太陽光発電の 

設置補助 

発電施設の 

設置 

行 政 市民 地域事業者 

売電収入 

地域通貨 

1100 円 

寄付金 

1000 円 

100 円の得 

ＮＰＯ 

購入者の増加 

地域通貨が使える

公共施設を利用 

広告（PR）料として負担 

利用可能店舗 

地域通貨の数十

倍の消費活動が

発生 

 

地域経済の活性化 
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③町内の全公立小中学校へのペレットストーブの導入（福井県若狭町） 

福井県若狭町では、平成１８年度にバイオマスタウン

構想を策定し、循環型社会構築に向けた取り組みを進め

ています。その一環として、町全体でペレットストーブ

の普及促進を図っています。 

そのようななか、公共施設である学校は児童生徒の環

境教育にも活かすことができ、地域への情報発信の場と

しても有効な施設であるため、全公立小中学校にペレッ

トストーブを導入しています。 

設置にあたっては、実物を観察したり、ペレットから

の発熱を感じることでも環境教育にもなりますが、燃料

であるペレットの補給や灰の清掃も環境教育を兼ねて

児童生徒に実施させている学校が多くなっています。 

また、地域との連携が活発で、町内にあるペレット工

場で見学し、ペレット製造過程の薪割りなどの体験授業

も行われています。専門家の環境教育も活発で地域全体

の環境教育に対する意識・体制が整っています。 

また、ペレットストーブ購入の補助も行っています。

（購入品本体の３分の１以内、上限５万円。） 

 

階段下倉庫に保管されているペレット 

表 取組概要 

学校数 小学校１１校、中学校３校 

設備名（容量等） ペレットストーブ（木質バイオマス利用） 

１台当たりの暖房能力 2.3～14.0kW 

設置場所 ランチルームへの設置が多いが、学校により保健室

や特別教室、普通教室に設置しているケースもある。 

設置年度 平成１７～２０年度 

費用 ペレットストーブ１台あたり約４０～５０万円 

出典：学校における新エネルギー活用ガイドブック（国立教育政策研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通教室に設置されたペレットストーブ 
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④給水場における余剰圧を活用した小水力発電事業（大阪府水道局） 

大阪府水道局の郡家ポンプ場は、村野浄水場から大阪府北部地域へ給水するための中間ポ

ンプ場ですが、村野浄水場から郡家ポンプ場に送水する場合、管路途中に高台が存在し、村

野浄水場の送水圧力を上げるため、郡家ポンプ場の受水側に余剰圧力が生じていました。 

郡家ポンプ場では、この余剰圧力に着目し、小水力発電機を導入、年間約 250 万 kWh

の電力を発電しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 受水圧力発電設備概念図 

 

表 受水圧力発電設備の仕様 

水 車 型 式 横軸単流渦巻フランシス水車 

最大出力 ３４９ｋＷ 

最大落差 ２６．８ｍ 

最大流量 １．５９ｍ３／秒 

発電機 型 式  ３相誘導発電機  

電 圧  ６．６ｋＶ  

最大出力  ３２０ｋＶＡ  

同期速度  ６００ｍｉｎ－１  

出典：第４回水道ビジョン検討会資料 
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⑤市民出資による小水力発電事業（山梨県都留市） 

山梨県都留市では、2004 年度の市制 50 周年

を記念し、モニュメントとして市役所の敷地内に、

小水力発電所を設置しています。 

常時 8.9kW の電気を発電し、発電された電力

は庁舎で使用され、余剰電力は東京電力に売電し

ています。 

年間発電可能量は約 11 万 kWh で、試算によ

ると庁舎内の 18％の電気をまかない、約 170 万

円の電気代を削減できることになります。 

事業費総額は 4,300 万円であり、約 1,500 万円を NEDO からの補助金、約 1,100 万

円を一般財源から捻出し、残りの 1,700 万円をミニ公募債の発行でまかなっています。 

公募債は「つるのおんがえし債」と名づけられ、購入限度額は、最低 10 万円から最大

50 万円で、利率は当時の国債利率より 0.1％高い 0.9％に設定されています。実際の応募

は 1,700 万円の４倍ありました。。 

 

 

表 つるのおんがえし債の概要 

目的 地球環境に対する都留（つる）市民の感謝の念を込めて、自然エネルギーによる

環境負荷の軽減に資するため。 

種類 市民参加型ミニ公募債 

購入対象者 20 歳以上で都留市に住民票のある方（平成 17 年 10 月 24 日現在） 

購入限度額 1 人当たり 10 万円以上 50 万円まで（10 万円単位） 

発行価格 額面 100 円につき 100 円 

利率 販売直前の 5 年利付国債の利率に 0.1％上乗せ 

平成 17 年 12 月の 5 年利付国債 0.8％、0.8％＋0.1％＝0.9％（税引き前） 

利払日 毎年 7 月 31 日と 1 月 31 日の年 2 回。指定口座に振り込み。 

満期日 平成 23 年 1 月 31 日（5 年満期一括償還） 

発行総額 17,000,000 円 

発行日 平成 18 年 1 月 31 日（火） 

資金の使途 家中川小水力市民発電所建設費用（ 平成 17 年度執行分） 

取扱金融機関 （株） 山梨中央銀行 都留支店・禾生支店 

応募期間 平成 17 年 10 月 24 日（月）～平成 17 年 10 月 28 日（金）（5 日間） 

応募方法 官製往復はがき。1 人 1 通。申込多数の場合、公開抽選。 

公開抽選会 平成 17 年 11 月 16 日（水）午前 10:00 市役所 3 階大会議室 

応募はがきを抽選箱から引き、受付時に付した番号のみ発表 

11 月 18 日付けで応募者全員に返信はがきにて結果通知 

応募倍率 応募人数／当選人数 

161 人／40 人（4.025 倍）（当選人数ベース）  

出典：都留市 

 

 

 

出典：都留市 
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８．Interpretation & Implication

（高知県表、檮原町表による分析）

バイオマス先進地域に絞って分析を行ったところ、都道府県レベル（高

知県）では、雇用者一人当たり所得の大きな向上は確認できなかったも

のの、市町村レベル（梼原町）では、高い効果が見られた。

このことは、地域環境資源が豊富に賦存する地方の市町村にとって

は、地域資源活用によるCO2削減効果のみならず、地域経済活性化効果

及び格差是正効果も高いことを示唆しており、環境と経済の両立が成立

していることを立証している。
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９．Implications for 檮原町

雇用者所得波及効果は、5,800万円/年

このうち、ペレット製造産業に帰着する効果が1,400万円/年

これによって、ペレット製造事業所において、３～４人分程度の雇用を創出

また、クレジット創出等に関わる事業者に帰着する効果は3,200万円/年

これは、約16人分程度のパートタイム雇用を賄う額

（クレジット創出のために必要となる事務作業等を賄う人材確保が可能）

注）木質ペレット燃料の利活用は、ペレットやクレジットを通じて、域外（都市部）とつなが
ることで、人や投資を呼び込むきっかけを提供し、それが林業や観光業に対してプラス
の効果を与える為、上記効果に加え、他産業とも連携した地域全体での効果の連鎖を
見据えることも重要である。

（参考）梼原町の平均雇用者所得は約390万円
梼原町の製造業の雇用者数：240名程度
梼原町の地域再生計画における雇用創出目標
「平成21年度から23年度の３年間で88人の雇用を創出する。」
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１０．Suggestions for Environmental Policy

（１）地域環境資源活用型の環境投資によるＣＯ２削減とクレジッ
ト交易、その地方圏と大都市の連携推進

地方と大都市圏域との環境取り引きによって経済効果が地域に還元する対

策を政策メニューの一つとして位置づけ、推進していくことが重要。

（２）環境産業に関する地域能力の向上

環境産業振興を通して内生的な格差是正を進めるためには、各地域で環境

産業を担う主体（組織・人材）を育成することが重要 。

（３）クレジット関連産業を地域産業として育成・支援する政策・制
度

都市部・地方部双方におけるクレジット制度活用を促進していくとともに、ク

レジット創出事業者や、クレジット関連サービス（検証、プロバイダー等）を担

う組織・人材を地域で育てることが重要

 

 

海外視察（スイス、オフセット事業等）について
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視察結果のポイント

①民間主導の実績積み上げ型でクレジットのボランダリー
市場が形成されている

②専門的な知見をもったオフセット・プロバイダーが仲介する
ことで高品質・高価格のクレジットが創出・流通している。

③信頼性のみならず、地域貢献といった物語性を重視した
取組が進んでいる。

④政府の役割としては、規制よりも、民間の企画事業者や
NPO等が活躍しやすい場づくり等に重きが置かれている。

 




